
令和７年４月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和７年４月２１日（月）午後２時３０分～午後３時１７分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～４号） 

非農地証明願いについて           （会長提出議案第５～７号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第８～１０号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１１～１６号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１７号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１８号） 

その他 

 

1 山下加代子 2 吉原博美 3 眞田幸隆 4 蓮井セツ子 5 松岡浩二 

6 池田幸嗣 7 大塚ノブ子 8 白川良一 9 林 文夫 10 藤井 修 

11 樫村浩二 12 十川隆行 13 寒川孝志 14 戸田修治 16 細川和美 

17 岩澤佳宣（会長職務代理者） 18 芳竹和政（会長） 

 

15 長田禎二 

 

蓮井敏彦事務局長 大丸伸二副主幹 松本美佳係長 山本泰平主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 



  

  

事務局 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

令和７年４月農業委員会定例会を開会致します。よろしくお願いを致しま

す。 

 

それでは、令和７年４月農業委員会定例会を開催致します。 

まず、先ほどの総会には貴重な時間を頂きまして、熱心なる審議をありが

とうございました。 

それでは、１時間通常より遅れておりますので、早速委員会に入りたいと

思います。 

なお、本日提案致します案件については事前に各地区で現地確認し、調査

していただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１８名中１７名の出席で、農業委員会等に関する法律

第２７条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言

致します。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、２番 吉原委員さん、３番 眞田委員さん、両委員さん、お願い致しま

す。 

それでは、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より報告をお願いします。 

 

日程第１の諸報告をさせていただきます。 

お手元にこちら、別紙Ａ４の資料、農地法第１８条第６項に基づく通知に

ついてをご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、１件受理して

います。 

報告第１号、貸人、●●●●、●●●様、借人、●●●●、●●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●●●番●です。解約理由は残存小作の解消の

ためです。 

別紙Ａ４資料２ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧ください。これ

は使用貸借権を中途解約するもので、２件受理しています。 

報告第１号、貸人、●●、●●●●様、借人、●●●●様、申請地、●●

●●●●●●●●番●他２筆です。解約理由は借り手の都合のためです。 

報告第２号、貸人、●●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●●様、

申請地が●●●●●●●●●●番●他２筆です。解約理由は借手の体調不良

のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の説明が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第４号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 



  

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の３条の案件は４件ございまして、面積にして１７，７１５㎡、１８

筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明します。議案書１ページからでござ

います。 

会長提出議案第１号についてご説明します。地区番号１、受付年月日、令

和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、持分２分の１、

●●●●●●、●●●●様、持分２分の１、譲受人、●●●●●、●●●様、

申請地、●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積

４５８㎡。譲渡人の申請理由、農業廃止、譲受人の申請事由、農地保全。権

利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。

資料と致しましては１ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●の●●●●●●●●●の北西約６００ｍに

位置しています。譲受人は隣接する空き家も取得予定であり、果樹植栽によ

る農地の保全管理を行います。 

続いて、会長提出議案第２号についてご説明します。地区番号４、受付年

月日、令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番他３筆、

台帳地目、現況地目ともに田、地積４，９２３㎡。譲渡人の申請事由、経営

縮小、譲受人の申請事由、その他、借入地の取得。権利は所有権の移転を伴

うもので、経営面積は３８，４４３㎡、受人従事数は１人です。資料と致し

ましては２ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の東約２３０ｍに位置しています。

譲受人は申請地を現在借受けしており、このたび取得し、水稲を栽培するも

のです。 

続いて、会長提出議案第３号についてご説明します。地区番号４、受付年

月日、令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●

他１筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積３６１㎡。譲渡人の申請事由、

労働力不足、譲受人の申請事由、農地の保全。権利は所有権の移転を伴うも

ので、経営面積は０㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては３ペー

ジになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●の南西約１．１km に位置して

います。譲受人は隣接する土地に居住しており、野菜を作付する予定として

います。 

続いて、２ページになります。会長提出議案第４号についてご説明します。

地区番号５、受付年月日、令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●、●●●

●様、譲受人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●番

●●他１０筆、台帳地目、現況地目ともに田及び畑、地積合計１１，９７３

㎡。譲渡人の申請事由、後継者への一括贈与、譲受人の申請事由は一括受贈

です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は５

人です。資料と致しましては４ページから５ページになります。 



  

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

山下加代子委

員 

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

申請地は、さぬき市●●、●●●の北東約９５０ｍに位置しています。譲

受人は会社員として勤めながら農業に携わっており、親からの生前贈与によ

る所有権の移転を申請しています。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

●●地区代表委員からお願いします。 

 

先日１６日に現地に見に行きました。きれいに管理されていまして、大丈

夫と思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

先日、全員で見てまいりました。問題なかろうと思います。よろしくお願

いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

先日、委員全員で見に行きました。きれいに耕作されていました。特に問

題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第４号につきまして

質疑等ありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第１号から第４号につきましてお諮りします。議

案第１号から第４号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第４号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第５号から第７号を議

題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

それでは、日程第３、会長提出議案第５号から第７号の非農地証明願いに

ついて説明します。今回の非農地証明の案件は３件ございます。対象農地は

８筆で、合計面積が２，４４１㎡です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

議長（会長） 

それでは、個別案件についてご説明させていただきます。 

会長提出議案第５号、地区番号２、受付年月日、令和７年３月２８日。申

請人が●●●●●●、●●●●様、申請地が●●●●●●●●●●●●●番

●です。台帳地目畑、現況地目が山林、地積が６５㎡です。申請理由は、平

成元年頃から３５年以上耕作不能な状態が継続し、山林化したためです。お

手元の資料６ページ、７ページをご覧ください。 

概要でございますが、●●●●●●●から南西に約４７０ｍに位置してお

ります。平成５年に相続により申請地を取得しています。申請地は区画形成

により耕作しなくなり、平成元年頃から耕作放棄となって山林化が著しくな

ったため、申請に至りました。 

続きまして、会長提出議案第６号、地区番号５、受付年月日、令和７年３

月２８日。申請人、●●●●、●●●●様、申請地が●●●●●●●●●●

●番●●他１筆です。台帳地目、全筆畑、現況地目、全筆山林、合計地積が

１，６１４㎡です。申請理由は、平成１５年頃から２０年以上耕作不能な状

態が継続し、山林化したためです。お手元の資料８ページ、９ページ、１０

ページをご覧ください。 

概要でございますが、●●●●●から北東約１，２２０ｍに位置しており

ます。昭和５１年に相続により申請地を取得しています。申請地への新入路

は山道しかなく、隣地の山林が押し寄せてきて雑木が生い茂り、農地として

の復旧は困難となり山林化が著しくなったため、申請に至りました。 

次に、会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日、令和７年３月２８

日。申請人、●●●、●●●●●様、申請地が●●●●●●●●●●番●他

４筆です。台帳地目、全筆田、現況地目が全筆原野、合計地積が７６２㎡で

す。申請理由は、平成８年頃から２５年以上耕作不能な状態が継続し、山林

化したためです。お手元の資料１１ページ、１２ページをご覧ください。 

概要でございますが、●●●●から東約５５０ｍに位置しております。令

和４年に相続により申請地を取得しています。申請理由は、高齢に伴い農地

の管理が難しくなり、平成８年頃から耕作放棄となって山林化が著しくなっ

たため、申請に至りました。 

説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いしま

す。 

●●地区代表委員からお願いします。 

 

第５号議案について報告します。４月１６日に全員で現地確認を行いまし

た。写真のとおり山林化していますので、問題ないと思います。よろしくお

願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 



  

 

    委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６号議案の●●さんのほうは●●●●●●●●の●●●●●●の奥側の、

１０ページの分、写真を見よったら果樹園ですが、その奥側の竹林みたいな

感じで、山林化していますですので、問題ないと思います。 

それから、７号議案については●●●●●●●の手前の谷ですが、谷筋、

近隣の田んぼもこういう状態で荒廃していますので、これもどうしようもな

いかなと思います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第５号から第７号につきまして

質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第５号から第７号につきましてお諮りします。議

案第５号から第７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第５号から第７号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第８号

から第１０号を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

今月の４条の案件は３件ございまして、面積にして９７１㎡、３筆です。

議案書４ページからになります。 

会長提出議案第８号についてご説明します。地区番号１、受付年月日、令

和７年３月２８日。申請人、●●●●●、●●●様、申請地、●●●●●●

●●●●●番●、台帳地目田、現況地目、雑種地、地積につきましては５５

７㎡。転用目的、資材置場兼車両置場。工事着完予定年月日、令和２年３月

１日から令和２年４月３０日。農地区分、第２種農地。無断転用是正の申請

で、本年２月に農振除外の審議をした案件です。資料と致しましては１３か

ら１４ページで位置図を１３ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北東約４３０ｍに位置

しており、宅地、畑、道路及び水路に隣接しています。申請地は、令和２年

２月から４月の間に、建築業の駐車場、資材置場及び車両転回スペースとし

て、また、物置の配置をするため、転用許可を受けずに造成しておりました。

このたび無断転用が発覚したため、是正の申請に至りました。地元土地改良

区をはじめ、水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され、反

省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

会長提出議案第９号についてご説明します。地区番号２，受付年月日、令

和７年３月２８日。申請人、●●●●●●、●●●●様、申請地、●●●●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

山下加代子委

員 

議長（会長） 

 

松岡浩二委員 

 

 

 

●●●●●●●●番●、台帳地目畑、現況地目、宅地、地積につきましては

３６０㎡。転用目的、宅地拡張、工事着完予定年月日、昭和５２年２月４日

から昭和５２年１１月３０日。農地区分、第２種農地。無断転用是正の申請

案件です。資料と致しましては１５から１６ページで位置図を１５ページに

掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●の北東約１．２kｍに位置して

おり、宅地、畑、道路に隣接しています。申請地は従前、住宅及び農機具置

場及び物置、乾燥室などの農業用施設、農作業場として利用していましたが、

現在は取り壊し、住宅地への進入路及び駐車場として利用するため、転用許

可を受けずに造成しておりました。このたび無断転用が発覚したため、是正

の申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ており

ます。また、始末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可

も止むを得ないと考えております。 

会長提出議案第１０号についてご説明します。地区番号５、受付年月日、

令和７年３月２８日。申請人、●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●

●●●●●番●、台帳地目田、現況地目、宅地、地積につきましては５４㎡。

転用目的、宅地拡張、工事着完予定年月日、平成１５年６月１０日から平成

１５年１０月３０日。農地区分、第２種農地。無断転用是正の案件です。資

料と致しましては１７から１８ページで、位置図を１７ページに掲載してい

ます。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の南西約７７０ｍに位置しており、

宅地、田、道路に隣接しています。申請地は、隣接する土地の自己住宅の一

部として利用しており、宅地の敷地内に建っていると思い込んでおり、この

たび諸手続のために調査をしたところ無断転用が発覚したため、是正の申請

に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。

また、始末書も添付され、反省の念を示していることなどから、許可も止む

を得ないと考えております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

 

説明のとおりです。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第９号ですが、同じく４月１６日に現地確認を行いました。事務局の説明

していただいたとおりで、無断転用の是正ということでよろしくお願いしま

す。 

 



  

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

１０号議案も事務局の説明のとおり無断転用の是正で、特に問題ないと思

います。よろしくお願いします。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第８号から第１０号につき

まして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号から第１０号につきましてお諮りします。議案第８

号から第１０号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号から第１０号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第１１

号から第１６号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局の説明をお願い致します。 

 

今月の５条の案件は６件ございまして、面積にして９，６８７㎡、１２筆

です。議案書５ページからでございます。 

会長提出議案第１１号についてご説明します。地区番号３、受付年月日、

令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●様、●●、●●●●様、

●●、●●●●様、譲受人、●●●●●●、●●●●●●●●●●●様。申

請地、●●●●●●●●●番●他２筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積

３，４１７㎡。転用目的、店舗、工事着完予定年月日、平成７年５月２０日

から平成８年３月３１日。権利、賃借権設定、農地区分、第３種農地、用途

区分、準工業地域。資料と致しましては１９から２１ページで、位置図を１

９ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南約３００ｍに位置しており、

宅地、田、道路及び水路に隣接しています。譲受人は●●●●として●●●

●●●●を経営しており、全国に９５３店舗を出店する事業者です。このた

び事業規模拡大を目的として計画を立てており、幹線道路に面し立地条件の

よい本用地を選定し、転用申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水

利組合の同意も得ております。 

会長提出議案第１２号について説明します。地区番号４、受付年月日、令

和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●●

●●、●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現

況地目ともに田、地積３３８㎡。転用目的、分家住宅。工事着完予定年月日、



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年６月１日から令和７年１０月３１日。権利、使用貸借権設定、農地

区分、第２種農地。本年２月に農振除外の審議をした案件です。資料と致し

ましては２２から２３ページで、位置図を２２ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●の南約７４０ｍに位置しており、宅地、

田、道路及び水路に隣接しています。譲受人は現在、賃貸アパートに居住し

ており、子どもの成長とともに手狭となってきていることから、義父の自己

住宅に南接する本申請地を借地とし、分家住宅として自己住宅を建築するた

め、転用申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得

ております。 

会長提出議案第１３号についてご説明します。地区番号４、受付年月日、

令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●様、●●●●●●、

●●●●様、持分２分の１、●●●●●●、●●●様、持分２分の１、譲受

人、●●●●●●●、●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●

●●●●●番●他１筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積１，８０９㎡。

転用目的、倉庫兼露店荷物置場兼駐車場、工事着完予定年月日、令和７年７

月２０日から令和８年６月２０日。権利、所有権移転売買、農地区分、第２

種農地。本年２月に農振除外の審議をした案件です。資料と致しましては２

４ページから２６ページで、位置図を２４ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の南西約６５０ｍに位置しており、

宅地、雑種地、田、道路及び水路に隣接しています。譲受人は自動車運送事

業や燃料販売をしており、現在所有している●●●の土地が、●●●●●●

●を経営する会社の事業拡張計画により、倉庫を取り壊し賃貸することとな

り、その代替地として申請地を転用申請するに至りました。地元土地改良区

をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

会長提出議案第１４号についてご説明します。地区番号５、受付年月日、

令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、譲受人、●●

●、●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番他１筆、台帳

地目、現況地目ともに田、地積２，６４８㎡。転用目的、資材置場、工事着

完予定年月日、令和７年６月２０日から令和７年９月３０日。権利、所有権

移転売買、農地区分、第３種農地。本年２月に農振除外の審議をした案件で

す。資料と致しましては２７から２９ページで、位置図を２７ページに掲載

しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北西約８０ｍに位置しており、田、

宅地、雑種地、道路及び水路に隣接しております。譲受人は●●●●等を取

り扱っており、令和５年４月の定例会総会において同様の目的で転用するこ

とにご審議いただいた資材置場が手狭となったため、隣接する農地を新たに

資材置場用地として転用し、現在の資材置場を拡張し、使用しようとするも

のです。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続いて、次のページになります。会長提出議案第１５号についてご説明し

ます。地区番号５、受付年月日、令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●

●●、●●●●様、譲受人、●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

林文夫委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

●●●番●他２筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積１，１４５㎡。転用

目的、貸資材置場、工事着完予定年月日、令和７年６月１日から令和７年１

２月３１日。権利、所有権移転贈与、農地区分、第２種農地。本年２月に農

振除外の審議をした案件です。資料と致しましては３０から３１ページで、

位置図を３０ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●の南西１km に位置しており、雑種地、

田、道路及び水路に隣接しています。譲受人は●●●及び●●●●●●の●

●●●等を行う会社の代表者であり、会社で使用している資材置場が狭くな

ったため、隣接する本申請地を購入し、会社の貸資材置場として拡張するた

め、転用申請に至りました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得

ております。 

最後になります。会長提出議案第１６号についてご説明します。地区番号

５、受付年月日、令和７年３月２８日。譲渡人、●●●●●●、●●●様、

譲受人、●●●、●●●●様、●●●、●●●様。申請地、●●●●●●●

●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積３３０㎡。転用目的、非農

家の自己住宅、工事着完予定年月日、令和７年７月１日から令和７年１２月

３１日。権利、所有権移転売買、農地区分、第２種農地。本年２月に農振除

外の審議をした案件です。資料と致しましては３２から３３ページで、位置

図を３２ページに掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北東６０ｍに位置して

おり、宅地、田、道路及び水路に隣接しています。譲受人は借家に長年住ん

できたところ、先々のことを考えて自己住宅を建てるため、転用申請に至り

ました。地元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願い致します。 

●●地区代表委員からお願いします。 

 

先週土曜日、推進委員とともに見てまいりました。特に問題はありません

でした。以上です。 

 

ありがとうございます。 

次、●●地区代表委員から説明をお願い致します。 

 

１２号議案ですが、分家住宅なので問題ないと思います。 

１３号議案も問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 



  

戸田修治委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 
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１４号議案から３件、１５、１６号議案ともに、農振除外や何かで２月に

もう見たところでありまして、別段問題ないかと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１１号から第１６号につきま

して質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１６号につきましてお諮りします。議案第

１１号から第１６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１１号から第１６号を原案のとおり認めることとし、香

川県へ進達致します。 

日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１７号を

上程致します。なお、今月の議案で、議案書の整理番号３６番から３９番が

●●委員、議案書の整理番号４０番、４２番から４６番が●●委員、議案書

の整理番号７５番が●●委員の関係議案になり、除斥対象議案になりますの

で、後で別審議と致します。 

では、事務局から説明を求めます。 

 

それでは、会長提出議案第１７号についてご説明いたします。議案書７ペ

ージから１２ページになります。 

農業経営基盤強化促進法の改正により、令和７年４月１日以降の農地の貸

借については、利用権設定（相対での農地貸借）が廃止され、農地機構が農

地の出し手と受け手の間に入り農地の貸し借りをする方法に一本化されま

す。農地機構を通じた農地の集積は、地域の話合いにより作成される地域計

画に基づいて行われることになります。 

農地の貸し借りについて、委員さん案件を除いた８９件についてご説明い

たします。 

貸付先は、個人５９件、法人３０件となっております。設定する権利の種

類は、賃借権が３件、使用貸借権が８６件で、賃借権３件の内訳は、３，０

００円が１件、５，０００円が２件、期間は、３年３か月が５件、５年６か

月が５件、６年が２１件、１０年が５８件となっております。利用内容につ

いては、水稲、麦、露地野菜、飼料用作物の作付となっております。 

地域計画の区域については、●●地区が１件、●●地区が１件、●●地区

１９件、●●地区５件、●●地区２件、●●地区３件、●●地区１０件、●

●地区６件、●●地区１４件、●●地区３件、●●地区２５件となっており

ます。 



  

 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等あ

る場合は整理番号を指定の上、ご発言ください。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案書の整理番号３６番から３９番、整理番号４０番、

４２番から４６番、整理番号７５番を除く議案第１７号について原案のとお

り認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案書の整理番号３６番から３９番、整理番号４０番、４２番

から４６番、整理番号７５番を除く議案第１７号について原案のとおり認め

ることと致します。 

続きまして、●●委員の関係議案である議案書の整理番号３６番から３９

番、●●委員の関係議案である整理番号４０番、４２番から４６番、●●委

員の関係議案である整理番号７５番の審議に入ります。 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局の説明を求めます。 

 

会長提出議案第１７号についての委員さんの案件は１１件で、使用貸借権

が１１件となっております。期間は、５年が４件、６年が６件、１０年が１

件となっております。利用内容については、水稲、麦、露地野菜、飼料用作

物、果樹の作付となっております。地域計画の区域は、●●地区１０件、●

●地区１件となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑等はありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 
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議長（会長） 

 

では、原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第１８号を議

題と致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

では、ご審議をお願い致します農業経営改善計画、今回は更新となります。説

明させていただきます。 

今回ご審議をお願いする方は●●●●さんです。住所は●●●●●●●●●●

●●●番地、生年月日は昭和●●年●●月●●日です。 

では、別紙の経営改善計画をご参照ください。 

まず、①農業経営体の営農活動の現状及び目標（１）営農類型につきましては、

複合経営となります。 

②農業経営の規模拡大に関する現状及び目標と致しまして、（１）生産につい

て、水稲の作付面積の現状は２９６ａ、生産量は１４ｔですが、５年後の作付面

積を３００ａに増やし、生産量１４ｔを目指します。続いて、ニンニクの作付面

積の現状は１５ａ、生産量２ｔですが、５年後はこちらはやめる予定としており

ます。種バレイショの現状は１０ａで生産量３ｔですが、５年後変更はありませ

ん。続いて、繁殖和牛の飼養頭数の現状は１０頭、生産量１０頭ですが、こちら

も５年後変更はありません。乳用牛の飼養頭数の現状は５０頭で生産量は３５０

kl ですが、５年後変更はありません。 

隣、（２）農畜産物の加工・販売その他の関連・附帯事業としまして、作業受

託、こちらは堆肥販売になります。こちら現状２０万円の売上がありますが、５

年後変更はありません。 

続きまして、（３）農用地及び農業生産施設につきまして、ア）の農用地で所

有地につきましては、現状、田を１８６ａ、畑を７ａ所有していますが、５年後

変更はありません。借入地につきまして田を１１８ａございますが、５年後変更

はありません。隣のイ）の農業生産施設につきまして、こちら現状、牛舎が４棟

で１，２００㎡、搾乳舎が１棟で２４０㎡、飼料庫が１棟で１５０㎡、堆肥舎が

１棟で３００㎡ありますが、こちら５年後変更はありません。 

今後の取組と致しまして、泌乳能力や繁殖成績など個体能力の向上を図り、受

精卵移植を活用して繁殖率を上げることで生産量の向上を図ります。繁殖率を上

げることで目標達成を目指します。現状の年間所得２８５万円のところ、５年後

４０５万円を目指します。経験も実績もある農業者ですので、継続して認定につ

いてのご審議をよろしくお願いします。 

 

事務局の説明が終了致しました。本議案については●●地区の関係案件ですの

で、地区代表から補足事項等がありましたら報告をお願いします。 



  

 

山下加代子委

員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

認定していいと思います。●●●●●●と●●●●●で、●●●●●●も足が

悪くて歩きかねているので、多分、現状維持も大変ではないんかなと。頑張って

ください。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１８号について質疑等ありました

ら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、農業経営改善計画の審査について、議案第１８号につ

いてお諮り致します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１８号について原案のとおり承認することと致します。 

その他で、事務局よりありますか。 

 

令和６年度の最適化活動に対する皆様の自己評価結果のご報告を致しま

す。 

活動日数目標については、難しかったという回答が一番多かったです。今

後力を入れたい活動としましては、１に遊休農地の解消、２番目が集積・集

約でした。 

地域のために活動に取り組んでいただいて、本当にありがとうございま

す。今後も引き続きよろしくお願い致します。 

以上です。 

 

あと、事務局から次回の定例会の案内ですけども、５月２０日で、場所が

寒川庁舎３階に変更となります。 

 

以上をもちまして、令和７年４月農業委員会定例会を閉会とします。慎重

なる審議を頂き、御礼を申し上げます。 

 

（ ３時１７分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ２番 

 

 

 

署名委員    ３番 

 

 

 

 

 


